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１ 業務委託名 

  令和７年度北九州みらい探究プロジェクト運営業務 
 

２ 業務内容 

子どもたちの豊かな人間性と社会性を育み、自ら学び考え行動する「生きる力」の
基盤をつくり、子どもの成長の糧につながる体験活動を提供する。この業務を実施す
るに当たり、主に、児童生徒の主体的な活動及び体験プログラム（教育委員会と協議）
の実施に関する業務、並びに運営に関する業務の委託を行うもの。 
（※詳細は、別紙仕様書のとおり）。 

 
３ 委託契約期間 

  契約締結日から令和８年３月３１日まで 
 

４ 事業に係る予算上限額 

７，０００，０００円 
  
５ 事前説明会 

  開催しません。仕様書をもって説明会に代えます。 
  仕様書等に疑義、不明な点等がある場合は、メールもしくは電話にて、担当者に説

明を求めてください（６も参照のこと）。 
 
６ 質問の受付 

提出期限：令和７年４月１４日（月）１２：００まで 
提出方法：様式１「質問票」に記載の上、電子メールで質問票を送信してください。 
提出先：北九州市教育委員会次世代教育推進課 

メールアドレス kyou-jisedai@city.kitakyushu.lg.jp  
  ※送信後に、北九州教育委員会次世代教育推進課まで電話連絡をください。 

（電話：０９３−５８２−３４４７） 
  ※回答は翌日４月１５日（火）１５：００までに行う予定。 
 

７ 参加の申出 

提出期限：令和７年４月１６日（水）１５：００まで 
提出方法：様式２「参加申出書」を電子メールで送信してください。 
提出先：北九州市教育委員会次世代教育推進課 

メールアドレス kyou-jisedai@city.kitakyushu.lg.jp  
※送信後に、北九州教育委員会次世代教育推進課に電話連絡をください。 

（電話：０９３−５８２−３４４７） 
  留意事項：参加の申し出後に辞退する場合は様式５「辞退届」を提出してください。 
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【参加資格】 

次のすべての要件を満たしていること。 
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定にいずれに

も該当しない者であること。 
 （２）北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則

（平成 7 年北九州市規則第 11 号）第 6 条第 1 項の有資格者名簿に記載されてい
ること。または、現に入札資格審査申請済みであり、令和７年４月に「有資格者
名簿に」登載されていることを確認できるもの。 

 （３）本市から指名停止を受けている期間中でないこと。 
 （４）北九州市暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密

接な関係を有する者でないこと。 
 

【参加資格の喪失】 

提案者が受託候補者の特定の日までに、次のいずれかに該当することになった場
合は、当該プロポーザル方式に係る参加資格を失うものとし、また、既に提出され
た提案は無効とする。 

 （１）本書に規定する参加資格の要件を満たす者ではなくなった場合 
 （２）不正な利益を図る目的で委員会の委員等と接触したとき 
 （３）提案書に虚偽の記載をしたことが判明したとき 
 

８ 企画提案書の提出期限 

提出期限：令和７年４月２８日（月）１５：００まで 
場  所：北九州市教育委員会次世代教育推進課 

（小倉北区大手町１−１ 小倉北区役所庁舎７F） 
  提出方法：様式３「企画提案書」を表紙として、以下のとおり資料を持参してくだ

さい（郵送の場合は事前にご相談ください。）。 
       記載事項 自社ＰＲ、実績、実施体制、業務工程など 
       様式４「会社（法人）概要書」、見積書（任意様式・押印必要）を添付 
       全体の枚数は、表紙を除き 30 枚（Ａ４サイズ）まで。両面印刷可。 
       提出部数：正本１部、副本６部 
  留意事項：提出書類は返却しません。また期限までに提出がなかった場合は、辞退

とみなします。後日、様式５「辞退届」を提出してください。 
９ 審査方法 

  企画提案に基づき、プロポーザル方式審査委員会におけるヒアリングを実施します。 
  日  時：令和７年５月８日（木）午前の予定 
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  場  所：小倉北区役所庁舎東棟８階 802 会議室（小倉北区大手町１−１） 
  審査委員：５名（予定） 
  ※参加者からの説明時間は 15 分間程度。その後 10 分間程度の質疑応答。 
  ※参加時間の割振りは個別に連絡します。 

※災害や交通遮断等の特別の理由なく、指定時間に参加がなかった場合は、辞退と
みなします。後日、様式５「辞退届」を提出してください。 

 

１０ 評価項目、評価基準及び配点等評価方法に関する事項 

  別紙のとおり 
 
１１ 審査結果の通知及び公表に関する事項 

 

（１）審査結果の通知 

市が受託候補者を特定後、速やかに提案者全員に次の事項を通知します。 
  ①受託候補者として特定した又は受託候補者として特定されなかった旨 
  ②当該提案者の順位及び点数 

③受託候補者として特定されなかった提案者については、その理由について、所
定の期限までに説明を求めることができる旨 

 

（２）審査結果の公表 

市が受託候補者を特定後に、速やかに市ホームページに次の事項を公表します。 
  ①受託候補者の商号又は名称 
  ②提案者数 
  ③提案者（受託候補者のみ商号又は名称を表示）の評価結果 
  ④委員会の委員（外部委員を含む）の氏名及び職名（職業） 
  ⑤委員会における主な意見 
  ⑥市の主な特定理由 
 
１２ 提案書等に関する費用負担 

  市は、参加者の提案書作成・提出等に関する費用については負担しません。ご了承
ください。 

 
１３ その他 

  受託候補者の決定後、仕様書を企画提案にあわせる必要がある場合や、国が新たに
制度の詳細を示したことにより仕様書の一部を変更する必要がある場合は、市と受託
候補者で協議して対応することとします。なお、その内容についてはプロポーザル方
式審査委員会委員への報告を行います。 
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１４ 事業所管課（問合せ先・提出先） 

  北九州市教育委員会次世代教育推進課 
  場所：北九州市小倉北区大手町１−１ 小倉北区役所庁舎７階 
  電話：０９３−５８２−３４４７ 

メールアドレス kyou-jisedai@city.kitakyushu.lg.jp 
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